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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの少なくとも一の端末装置宛てのショート
メッセージを少なくとも一時的に保存するショートメッセージ保存部と、
　前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメッセージを前記複数の端末装置
のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセージ転
送形態規定情報を保持するショートメッセージ転送形態規定情報保持部と、
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報を形成して前記ショートメッセージ転送形態
規定情報保持部に供給するショートメッセージ転送形態規定情報形成供給部と、
　前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメッセージを前記ショートメッセ
ージ転送形態規定情報によって規定された宛先に転送するショートメッセージ転送部と、
　を備えていることを特徴とするショートメッセージサービス管理システム。
【請求項２】
　同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの少なくとも一の端末装置宛てのショート
メッセージを少なくとも一時的に保存するショートメッセージ保存部と、
　前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメッセージを前記複数の端末装置
のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセージ転
送形態規定情報を保持するショートメッセージ転送形態規定情報保持部と、
　前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメッセージを前記ショートメッセ
ージ転送形態規定情報によって規定された宛先に転送するショートメッセージ転送部と、
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を備えていることを特徴とするショートメッセージ転送装置。
【請求項３】
　前記ショートメッセージ保存部、前記ショートメッセージ転送形態規定情報保持部、お
よび、前記ショートメッセージ転送部、の各部は、ショートメッセージサービスシステム
におけるショートメッセージの転送を担う所定のショートメッセージ中継装置に設けられ
ていることを特徴とする請求項２に記載のショートメッセージ転送装置。
【請求項４】
　同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの一の端末装置宛てのショートメッセージ
を少なくとも一時的に保存するショートメッセージ保存部と、前記ショートメッセージ保
存部に保存されたショートメッセージを前記複数の端末装置のうち何れの一または複数の
端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセージ転送形態規定情報を保持するシ
ョートメッセージ転送形態規定情報保持部と、
を備えているショートメッセージ転送装置に対し、前記ショートメッセージ転送形態規定
情報を供給するショートメッセージ転送形態規定情報供給装置であって、
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報を形成するショートメッセージ転送形態規定
情報形成部と、
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報形成部で形成されたショートメッセージ転送
形態規定情報を前記ショートメッセージ転送装置に送信するショートメッセージ転送形態
規定情報送信部と、
を備えていることを特徴とするショートメッセージ転送形態規定情報供給装置。
【請求項５】
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報形成部は、端末装置に対するユーザからの外
部操作に応じてショートメッセージサービスを利用して当該ショートメッセージ転送形態
規定情報を形成するように構成されていることを特徴とする請求項４に記載のショートメ
ッセージ転送形態規定情報供給装置。
【請求項６】
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報形成部は、前記ユーザによるサービス利用状
況の履歴に基づいて当該ショートメッセージ転送形態規定情報を自動的に形成するように
構成されていることを特徴とする請求項４に記載のショートメッセージ転送形態規定情報
供給装置。
【請求項７】
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報形成部は、前記ユーザが用いる端末装置の位
置を表す端末位置情報に基づいて当該ショートメッセージ転送形態規定情報を自動的に形
成するように構成されていることを特徴とする請求項４に記載のショートメッセージ転送
形態規定情報供給装置。
【請求項８】
　同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの一の端末装置宛てのショートメッセージ
を少なくとも一時的に保存するショートメッセージ保存ステップと、
　前記ショートメッセージ保存ステップで保存したショートメッセージを前記複数の端末
装置のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセー
ジ転送形態規定情報を形成するショートメッセージ転送形態規定情報形成ステップと、
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報形成ステップで形成したショートメッセージ
転送形態規定情報を少なくとも一時的に保持するショートメッセージ転送形態規定情報保
持ステップと、
　前記ショートメッセージ保存ステップで保存したショートメッセージを前記ショートメ
ッセージ転送形態規定情報保持ステップで保存した前記ショートメッセージ転送形態規定
情報によって規定された態様で宛先に転送するショートメッセージ転送ステップと、
　を含んでいることを特徴とするショートメッセージ転送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ：Short Message Service）を利用す
る発信者から発せられたショートメッセージを、受信側の同一のユーザが加入契約してい
る複数の通信業者の運営網に各別に属する複数の端末装置のうちの選択した何れかの端末
装置において、または、全ての端末装置において受信することができるようにした、ショ
ートメッセージサービス管理システム、ショートメッセージ転送装置、ショートメッセー
ジ転送形態規定情報供給装置、および、ショートメッセージ転送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　文字によるメッセージを、発信側端末装置から、一または複数の、他網およびプロバイ
ダの通信中継設備を介して、着信側端末装置に向けて蓄積交換方式で伝送するという通信
サービスは、例えばショートメッセージサービスと称呼される公知の通信サービスにおけ
る一つの態様として、多数の国で既に実施されている。
　他方、同一の加入者が複数の通信業者の運営網に各別に属する複数の端末装置を利用し
たり、単一の端末装置で複数の加入者番号を利用するといったことも既に普及しつつある
。
【０００３】
　このような状況において、同一の端末装置によって複数の加入者番号を利用するための
提案も種々なされており、例えば、通常の端末装置おいて全くサービス内容の異なる加入
者番号が使用でき、且つ、何れの加入者番号にも選択的に着信させることを可能にした通
信方法が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
　上掲の特許文献１所載の提案では、メイン加入者番号とサブ加入者番号を予め書き換え
可能なデータベースに登録し、適宜登録内容を変更することにより、それぞれサービス契
約の異なる複数の加入者番号を使い分け可能にするというものである。
【特許文献１】特開２００３－１１１１４０号公報（請求項１、段落０００６、段落００
１７～段落００１８等）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、現行のショートメッセージサービスにおいては、着信信側の加入者が上述のよう
に複数の通信事業者の運営網に各別に属する複数の端末装置を利用可能な状況にあっても
、発信者側がショートメッセージの宛先として指定した加入者番号の端末装置とは異なる
端末装置での着信は出来ず、また、当該異なる端末装置への転送を行なうことも出来ない
。
【０００５】
　従って、着信側の加入者において、発信者側がショートメッセージの宛先と
して指定した加入者番号の端末装置の電源がオフにされていたり圏外にあって受信できな
いときに、替わりに他の加入者番号の端末装置で受信することができないといった技術課
題が残されている。
　また、上掲の特許文献１所載の技術では、元々ショートメッセージの転送等を予定した
技術ではないため、通話における着信を、複数の端末装置のうち任意に選択した一の端末
装置で行なうことはできても、発信者側が宛先として指定した加入者番号の端末装置とは
異なる端末装置に当該ショートメッセージを転送するといった視点からの提案は無い。
【０００６】
　本案発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、同一の着信側ユーザが用いる
複数の端末装置のうち、発信側が宛先として指定した一の端末装置宛てのショートメッセ
ージを、転送先として予め指定した所定の他の端末装置に転送して受信することを可能に
した、ショートメッセージサービス管理システム、ショートメッセージ転送装置、ショー
トメッセージ転送形態規定情報供給装置、および、ショートメッセージ転送方法を提供す
ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するべく、本願では次に列記するようなシステムおよび装置を提案する
。
　本発明の請求項１のショートメッセージサービス管理システムは：
　同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの少なくとも一の端末装置宛てのショート
メッセージを少なくとも一時的に保存するショートメッセージ保存部と、
　前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメッセージを前記複数の端末装置
のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセージ転
送形態規定情報を保持するショートメッセージ転送形態規定情報保持部と、
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報を形成して前記ショートメッセージ転送形態
規定情報保持部に供給するショートメッセージ転送形態規定情報形成供給部と、
　前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメッセージを前記ショートメッセ
ージ転送形態規定情報によって規定された宛先に転送するショートメッセージ転送部と、
　を備えていることを特徴とする。
【０００８】
　上記請求項１のショートメッセージサービス管理システムでは、ショートメッセージ保
存部に、同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの少なくとも一の端末装置宛てのシ
ョートメッセージを少なくとも一時的に保存する。
　また、ショートメッセージ転送形態規定情報保持部に、前記ショートメッセージ保存部
に保存されたショートメッセージを前記複数の端末装置のうち何れの一または複数の端末
装置宛てに転送するかを規定するショートメッセージ転送形態規定情報を保持する。
【０００９】
　一方、ショートメッセージ転送形態規定情報形成供給部で、前記ショートメッセージ転
送形態規定情報を形成して前記ショートメッセージ転送形態規定情報保持部に供給する。
　ショートメッセージ転送部は、前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメ
ッセージを前記ショートメッセージ転送形態規定情報によって規定された宛先に転送する
。
　以上において、ショートメッセージ保存部、ショートメッセージ転送形態規定情報保持
部、ショートメッセージ転送形態規定情報保持部、および、規定された宛先に転送するシ
ョートメッセージ転送部の各部は、当該ショートメッセージの伝送系統における、例えば
、通信事業者が管理するショートメッセージサービス用の通信設備やプロバイダの中継装
置等における各該当部に備えられる。
【００１０】
　本発明の請求項２のショートメッセージ転送装置は：
　同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの少なくとも一の端末装置宛てのショート
メッセージを少なくとも一時的に保存するショートメッセージ保存部と、
　前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメッセージを前記複数の端末装置
のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセージ転
送形態規定情報を保持するショートメッセージ転送形態規定情報保持部と、
　前記ショートメッセージ保存部に保存されたショートメッセージを前記ショートメッセ
ージ転送形態規定情報によって規定された宛先に転送するショートメッセージ転送部と、
を備えていることを特徴とする。
【００１１】
　上記請求項２のショートメッセージ転送装置では、ショートメッセージ保存部に、同一
のユーザが用いる複数の端末装置のうちの一の端末装置宛てのショートメッセージを少な
くとも一時的に保存する。
　また、ショートメッセージ転送形態規定情報保持部に、前記ショートメッセージ保存部
に保存されたショートメッセージを前記複数の端末装置のうち何れの一または複数の端末
装置宛てに転送するかを規定するショートメッセージ転送形態規定情報を保持する。
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　更に、ショートメッセージ転送部によって、前記ショートメッセージ保存部に保存され
たショートメッセージを前記ショートメッセージ転送形態規定情報によって規定された宛
先に転送する。
【００１２】
　本発明の請求項３のショートメッセージ転送装置は：
　上記請求項２のショートメッセージ転送装置において特に、前記ショートメッセージ保
存部、前記ショートメッセージ転送形態規定情報保持部、および、前記ショートメッセー
ジ転送部、の各部は、ショートメッセージサービスシステムにおけるショートメッセージ
の転送を担う所定のショートメッセージ中継装置に設けられていることを特徴とする。
　上記請求項３のショートメッセージ転送装置では、前記ショートメッセージ保存部、前
記ショートメッセージ転送形態規定情報保持部、および、前記ショートメッセージ転送部
、の各部は、ショートメッセージサービスシステムにおけるショートメッセージの転送を
担う所定のショートメッセージ中継装置に、例えば、そのショートメッセージ中継装置に
おける各機能部として設けられている。
【００１３】
　本発明の請求項４のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置は：
　同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの一の端末装置宛てのショートメッセージ
を少なくとも一時的に保存するショートメッセージ保存部と、前記ショートメッセージ保
存部に保存されたショートメッセージを前記複数の端末装置のうち何れの一または複数の
端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセージ転送形態規定情報を保持するシ
ョートメッセージ転送形態規定情報保持部と、
を備えているショートメッセージ転送装置に対し、前記ショートメッセージ転送形態規定
情報を供給するショートメッセージ転送形態規定情報供給装置であって、
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報を形成するショートメッセージ転送形態規定
情報形成部と、
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報形成部で形成されたショートメッセージ転送
形態規定情報を前記ショートメッセージ転送装置に送信するショートメッセージ転送形態
規定情報送信部と、
を備えていることを特徴とする。
【００１４】
　上記請求項４のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置は、同一のユーザが用い
る複数の端末装置のうちの一の端末装置宛てのショートメッセージを少なくとも一時的に
保存するショートメッセージ保存部と、前記ショートメッセージ保存部に保存されたショ
ートメッセージを前記複数の端末装置のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送す
るかを規定するショートメッセージ転送形態規定情報を保持するショートメッセージ転送
形態規定情報保持部と、
を備えているショートメッセージ転送装置に対し、前記ショートメッセージ転送形態規定
情報を供給する。
　そのショートメッセージ転送形態規定情報形成部では、前記ショートメッセージ転送形
態規定情報を形成する。
　そして、ショートメッセージ転送形態規定情報送信部が、前記ショートメッセージ転送
形態規定情報形成部で形成されたショートメッセージ転送形態規定情報を前記ショートメ
ッセージ転送装置に送信する。
【００１５】
　本発明の請求項５のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置は：
　上記請求項４のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置において特に、前記ショ
ートメッセージ転送形態規定情報形成部は、端末装置に対するユーザからの外部操作に応
じてショートメッセージサービスを利用して当該ショートメッセージ転送形態規定情報を
形成するように構成されていることを特徴とする。
　上記請求項５のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置では、前記ショートメッ
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セージ転送形態規定情報形成部は、端末装置に対するユーザからの外部操作に応じてショ
ートメッセージサービスを利用して当該ショートメッセージ転送形態規定情報を形成する
ように構成されていることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の請求項６のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置は：
　上記請求項４のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置において特に、前記ショ
ートメッセージ転送形態規定情報形成部は、前記ユーザのによるサービス利用状況の履歴
に基づいて当該ショートメッセージ転送形態規定情報を自動的に形成するように構成され
ていることを特徴とする。
　上記請求項６のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置では、前記ショートメッ
セージ転送形態規定情報形成部は、例えば、受信側ユーザが加入者契約を結んでいる通信
事業者の設備に蓄積され得る前記ユーザによるサービス利用状況の履歴に基づいて当該シ
ョートメッセージ転送形態規定情報を自動的に形成するように構成されている。
【００１７】
　本発明の請求項７のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置は：
　上記請求項４のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置において特に、前記ショ
ートメッセージ転送形態規定情報形成部は、前記ユーザが用いる端末装置の位置を表す端
末位置情報に基づいて当該ショートメッセージ転送形態規定情報を自動的に形成するよう
に構成されていることを特徴とする。
　上記請求項７のショートメッセージ転送形態規定情報供給装置では、前記ショートメッ
セージ転送形態規定情報形成部は、例えば、ＧＰＳ情報や在圏情報などに依拠した、ユー
ザが用いる端末装置の位置を表す端末位置情報に基づいて当該ショートメッセージ転送形
態規定情報を自動的に形成するように構成されている。
【００１８】
　本発明の請求項８のショートメッセージ転送方法は：
　同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの一の端末装置宛てのショートメッセージ
を少なくとも一時的に保存するショートメッセージ保存ステップと、
　前記ショートメッセージ保存ステップで保存したショートメッセージを前記複数の端末
装置のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセー
ジ転送形態規定情報を形成するショートメッセージ転送形態規定情報形成ステップと、
　前記ショートメッセージ転送形態規定情報形成ステップで形成したショートメッセージ
転送形態規定情報を少なくとも一時的に保持するショートメッセージ転送形態規定情報保
持ステップと、
　前記ショートメッセージ保存ステップで保存したショートメッセージを前記ショートメ
ッセージ転送形態規定情報保持ステップで保存した前記ショートメッセージ転送形態規定
情報によって規定された態様で宛先に転送するショートメッセージ転送ステップと、
　を含んでいることを特徴とする。
【００１９】
　上記請求項８のショートメッセージ転送方法では、ショートメッセージ保存ステップで
少なくとも一時的に保存された、上記一の端末装置宛てのショートメッセージを、ショー
トメッセージ転送形態規定情報形成ステップで形成されショートメッセージ転送形態規定
情報保持ステップで保持されたショートメッセージ転送形態規定情報によって規定される
転送態様で、ショートメッセージ転送ステップにおいて、転送する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、同一の着信側ユーザが用いる複数の端末装置のうち、発信側が宛先と
して指定した一の端末装置宛てのショートメッセージを、転送先として予め指定した所定
の他の端末装置に転送して受信することを可能にした、ショートメッセージサービス管理
システム、ショートメッセージ転送装置、ショートメッセージ転送形態規定情報供給装置
、および、ショートメッセージ転送方法が実現される。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳述することにより本発明を明らか
にする。尚、以下に参照する各図において、便宜上、説明の主題となる要部は適宜誇張し
、要部以外については適宜簡略化し乃至省略されている。
　図１は、本発明の一つの条件の下でのショートメッセージサービス管理システムの概要
を表す概念図である。
【００２２】
　図１の例では、ショートメッセージの発信元である発信側端末装置ＭＳ１が在圏してい
る発網Ｎ１１から、宛先である着信側端末装置ＭＳ２が在圏している着網Ｎ１２に蓄積交
換方式でデータの伝送を行う場合であって、後述するショートメッセージ転送機能がオフ
に設定されている場合を想定している。
　また、図１では、側端末装置ＭＳ３が在圏している他網Ｎ１３は、上述のように想定し
た条件においてはショートメッセージの送受信には関与しない。
【００２３】
　図示のように、このショートメッセージサービス管理システムでは、上述の発網Ｎ１１
と着網Ｎ１２との間に第一プロバイダＰ１１（その通信中継設備ＰＦ）が介在することが
想定され、更に、着網Ｎ１２と他網Ｎ１３との間に第二プロバイダＰ１２（その通信中継
設備ＰＦ１２）が介在することが想定されている。
　このうち、第一プロバイダＰ１１（その通信中継設備ＰＦ１１）は、本例において、単
に情報（ショートメッセージ）を中継する機能部として設置されているものであり、本発
明を実施するについて必須となる要素ではない。
【００２４】
　一方、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）は上述のような形態でショ
ートメッセージの伝送系統中に設けられ、通信中継設備ＰＦ１２には、後に詳述するよう
に、ショートメッセージ保存部と、ショートメッセージ転送部とが設けられている。
　尚、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）を、単に情報（ショートメッ
セージ）を中継する機能部として設置すると共に、後に詳述するショートメッセージ保存
部と、ショートメッセージ転送部とを、網Ｎ１２（上述の着網Ｎ１２）に設ける態様を採
ることも可能である。
【００２５】
　このショートメッセージ保存部には、同一のユーザ（例えば端末装置ＭＳ２のユーザ）
が用いる複数の端末装置のうちの一の端末装置（例えばＭＳ２）宛てのショートメッセー
ジが少なくとも一時的に保存される。
　また、ショートメッセージ転送部は、ショートメッセージ保存部に保存されたショート
メッセージを複数の端末装置のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規
定するショートメッセージ転送形態規定情報に従って、該規定された宛先に転送する。
　上述におけるショートメッセージ転送形態規定情報は、例えば、ユーザから端末装置（
例えばＭＳ２）を用いて手動操作によって任意に設定され、或いはまた、通信の履歴情報
に基づいて自動的に設定される。
【００２６】
　第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）は、以上の如く機能するものであ
り、図１の配置において、着網Ｎ１２および他網Ｎ１３の双方の回線を管理する事業者に
よって運営され、着網Ｎ１２に属する端末装置の番号（またはＩＭＳＩ：International 
Mobile Subscriber Identity）および他網Ｎ１３に属する端末装置の番号（またはＩＭＳ
Ｉ）を管理している。
　これら端末装置の番号（またはＩＭＳＩ）によって、既述のようなショートメッセージ
転送形態規定情報がこの通信中継設備ＰＦ１２において具体的に認識され、この情報に基
づいて、ショートメッセージに関する所要の転送が実行される。
【００２７】



(8) JP 5149709 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

　ショートメッセージの転送に関しては、適宜図面を参照して更に詳述する。
　尚、既述のように、図１の場合では、ショートメッセージ転送機能がオフに設定されて
いると仮定しており、従って、発信元である発信側端末装置ＭＳ１（発網Ｎ１１）から発
せられたショートメッセージは、当初からの宛先である着信側端末装置ＭＳ２（着網Ｎ１
２）に、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）経由で、別段の転送の扱い
を受けることなく送信される。
【００２８】
　図２は、図１の場合におけるショートメッセージサービス管理システムの動作を表すシ
ーケンスチャートである。
　図２の場合は、特に、発網Ｎ１１から他網Ｎ１３間の接続が、第一プロバイダＰ１１（
その通信中継設備ＰＦ１１）、および、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１
２）経由で行われ、発網Ｎ１１は、伝送対象であるデータ（ショートメッセージサービス
の場合は、ショートメッセージ）の送信に先立って在圏問合せを実行し、接続判定を行う
態様が採られている。
　また、図２では、発網Ｎ１１および着網Ｎ１３間の接続が許容される場合について示さ
れている。
　尚、図２には、他網Ｎ１３が表記されているが、これは後述する他の例と対照するため
であり、発網Ｎ１１から着網Ｎ１２へのショートメッセージの通常の送信については関与
しない。
【００２９】
　次に、図１および図２を適宜参照して本発明のショートメッセージサービス管理システ
ムについて更に説明する。
　発網Ｎ１１（発信側端末装置ＭＳ１）から着網Ｎ１２（着信側端末装置ＭＳ２）に向け
てショートメッセージが発信されるに際して、先ず当該ショートメッセージが第一プロバ
イダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１に送信される（ステップＳ２０１）。
　ステップＳ２０１でショートメッセージを受けた第一プロバイダＰ１１の通信中継設備
ＰＦ１１では、発網Ｎ１１からの発信であることを表す情報を書き換えることなく維持す
る（ステップＳ２０２）。
【００３０】
　次いで、第一プロバイダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１から着網Ｎ１２に対して在圏問
合せ要求が発せられる（ステップＳ２０３）。
　着網Ｎ１２では、発網Ｎ１１および着網Ｎ１２間での相互接続判定を行い（ステップＳ
２０４）、発網Ｎ１１および着網Ｎ１２間では正規の通信が行なわれる条件が確立してい
ることが確認された場合に、更に、着番号のユーザに関しては、第二プロバイダにおいて
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）の契約が締結されていることを認識する（ステッ
プＳ２０５）。
【００３１】
　ステップＳ２０５での認識に基づいて、ショートメッセージは第二プロバイダＰ１２（
その通信中継設備ＰＦ１２）に送信されるべきであると認識される（ステップＳ２０６）
。
　ステップＳ２０６での認識により、着網Ｎ１２から第二プロバイダＰ１２（その通信中
継設備ＰＦ１２）に在圏問合せ要求を発する（ステップＳ２０７）。
　本例では、この場合も、発網Ｎ１１からの発信であることを表す情報を書き換えること
なく維持する。
　ステップＳ２０７の問合せを受けた着網Ｎ１２は、在圏問合せ応答を第一プロバイダＰ
１１の通信中継設備ＰＦ１１に返す（ステップＳ２０８）。
【００３２】
　ステップＳ２０８での在圏問合せ応答は、宛先となる着信ユーザは着網Ｎ１２であり、
在圏の端末装置のＩＭＳＩ、および、第二プロバイダＰ１２にて管理の旨を含むものであ
る。
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　ステップＳ２０８の応答を受けた第一プロバイダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１では、
ショートメッセージを第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）に送信する（
ステップＳ２０９）。
　ステップＳ２０９で送信されたショートメッセージを受けた第二プロバイダＰ１２（そ
の通信中継設備ＰＦ１２）では、そのショートメッセージを所定の記憶装置などで構成さ
れるショートメッセージ保存部に格納する（ステップＳ２１０）。
【００３３】
　ステップＳ２１０でのショートメッセージ格納後、第二プロバイダＰ１２（その通信中
継設備ＰＦ１２）は第一プロバイダＰ１１（その通信中継設備ＰＦ１１）にメッセージ送
信完了応答を返す（ステップＳ２１１）。
　ステップＳ２１１に次いで、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では
、転送に関するユーザの設定を確認する（ステップＳ２１２）。
　ステップＳ２１２における確認は、ショートメッセージ転送形態規定情報を参照して、
ショートメッセージの転送の形態を確認する処理である。
【００３４】
　既述のように、ショートメッセージ転送形態規定情報は、ショートメッセージ保存部に
保存されたショートメッセージを複数の端末装置のうち何れの一または複数の端末装置宛
てに転送するかを規定する情報であり、一つの態様としては、ユーザが端末装置などから
手動操作によって設定される。
　次いで、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では、発信元を第二プロ
バイダＰ１２として着網Ｎ１２に在圏問合せを実行する（ステップＳ２１３）。
【００３５】
　ステップＳ２１３での第二プロバイダＰ１２からの信号を認識した着網Ｎ１２では、本
来の宛先である自装置に対して転送という形での送信を起動させることはない（ステップ
Ｓ２１４）。
　次いで、着網Ｎ１２から第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）から在圏
問合せ応答が返される（ステップＳ２１５）。
　第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では、ステップＳ２１５の応答に
応じて、上述のステップＳ２１０で格納してあったショートメッセージを着網Ｎ１２に送
信する（ステップＳ２１６）。
【００３６】
　ステップＳ２１６で送信したショートメッセージが受信されると（ステップＳ２１７）
、着網Ｎ１２から第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）に送信完了応答が
返される（ステップＳ２１８）。
　以上のようにして、発信側端末装置ＭＳ１（発網Ｎ１１）から発せられたショートメッ
セージは、当初の宛先である着信側端末装置ＭＳ２（着網Ｎ１２）に、第二プロバイダＰ
１２（その通信中継設備ＰＦ１２）経由で、別段の転送の扱いを受けることなく送信され
る。
【００３７】
　図３は、本発明の他の条件の下でのショートメッセージサービス管理システムの概要を
表す概念図である。
　図３の例では、ショートメッセージの発信元である発信側端末装置ＭＳ１が在圏してい
る発網Ｎ１１から、宛先である着信側端末装置ＭＳ２にショートメッセージを送信しよう
とする場合において、着信側端末装置ＭＳ２が着網Ｎ１２に在圏していない等の理由で送
信できないが、ショートメッセージ転送機能によって、他の着網（転送先）Ｎ１３に在圏
している端末装置ＭＳ３への当該ショートメッセージの転送が果たされる場合を想定して
いる。
【００３８】
　図３の例では、図１の例との比較において、想定した条件を異にしているが、ショート
メッセージサービス管理システムの各構成要素たる、端末装置、網、および、プロバイダ
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（その通信中継設備）は同様であり、これら各構成要素に図１の場合と同じ参照符号を附
して、各個の説明は省略する。
　図３で、上述のように想定した条件下で、ショートメッセージサービス管理システムの
各構成要素が果たす機能については、次の図４を参照してそれらの動作を説明することに
より明らかにする。
【００３９】
　図４は、図３の場合におけるショートメッセージサービス管理システムの動作を表すシ
ーケンスチャートである。
　発網Ｎ１１（発信側端末装置ＭＳ１）から着網Ｎ１２（着信側端末装置ＭＳ２）に向け
てショートメッセージが発信されるに際して、先ず当該ショートメッセージが第一プロバ
イダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１に送信される（ステップＳ４０１）。
　ステップＳ４０１でショートメッセージを受けた第一プロバイダＰ１１の通信中継設備
ＰＦ１１では、発網Ｎ１１からの発信であることを表す情報を書き換えることなく維持す
る（ステップＳ４０２）。
【００４０】
　次いで、第一プロバイダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１から着網Ｎ１２に対して在圏問
合せ要求が発せられる（ステップＳ４０３）。
　着網Ｎ１２では、発網Ｎ１１および着網Ｎ１２間での相互接続判定を行い（ステップＳ
４０４）、発網Ｎ１１および着網Ｎ１２間では正規の通信が行なわれる条件が確立してい
ることが確認された場合に、更に、着番号のユーザに関しては、第二プロバイダにおいて
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）の契約が締結されていることを認識する（ステッ
プＳ４０５）。
【００４１】
　ステップＳ４０５での認識に基づいて、ショートメッセージは第二プロバイダＰ１２（
その通信中継設備ＰＦ１２）に送信されるべきであると認識される（ステップＳ４０６）
。
　ステップＳ４０６での認識により、着網Ｎ１２から第二プロバイダＰ１２（その通信中
継設備ＰＦ１２）に在圏問合せ要求を発する（ステップＳ４０７）。
　本例では、この場合も、発網Ｎ１１からの発信であることを表す情報を書き換えること
なく維持する。
　ステップＳ４０７の問合せを受けた着網Ｎ１２は、在圏問合せ応答を第一プロバイダＰ
１１の通信中継設備ＰＦ１１に返す（ステップＳ４０８）。
【００４２】
　ステップＳ４０８での在圏問合せ応答は、宛先となる着信ユーザは着網Ｎ１２であり、
在圏の端末装置のＩＭＳＩ、および、第二プロバイダＰ１２にて管理の旨を含むものであ
る。
　ステップＳ４０８の応答を受けた第一プロバイダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１では、
ショートメッセージを第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）に送信する（
ステップＳ４０９）。
　ステップＳ４０９で送信されたショートメッセージを受けた第二プロバイダＰ１２（そ
の通信中継設備ＰＦ１２）では、そのショートメッセージを所定の記憶装置などで構成さ
れるショートメッセージ保存部に格納する（ステップＳ４１０）。
【００４３】
　ステップＳ４１０でのショートメッセージ格納後、第二プロバイダＰ１２（その通信中
継設備ＰＦ１２）は第一プロバイダＰ１１（その通信中継設備ＰＦ１１）にメッセージ送
信完了応答を返す（ステップＳ４１１）。
　ステップＳ４１１に次いで、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では
、転送に関するユーザの設定を確認する（ステップＳ４１２）。
　ステップＳ４１２における確認は、ショートメッセージ転送形態規定情報を参照して、
ショートメッセージの転送の形態を確認する処理である。
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【００４４】
　既述のように、ショートメッセージ転送形態規定情報は、ショートメッセージ保存部に
保存されたショートメッセージを複数の端末装置のうち何れの一または複数の端末装置宛
てに転送するかを規定する情報であり、一つの態様としては、ユーザが端末装置などから
手動操作によって設定される。
　次いで、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では、発信元を第二プロ
バイダＰ１２として着網Ｎ１２に在圏問合せを実行する（ステップＳ４１３）。
　ステップＳ４１３での第二プロバイダＰ１２からの信号を認識した着網Ｎ１２では、本
来の宛先である自装置に対して転送という形での送信を起動させることはない（ステップ
Ｓ４１４）。
【００４５】
　次いで、着網Ｎ１２から第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）から在圏
問合せ応答が返される（ステップＳ４１５）。
　第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では、ステップＳ４１５の応答に
応じて、上述のステップＳ４１０で格納してあったショートメッセージを着網Ｎ１２に送
信する動作を起こす（ステップＳ４１６）。
　しかしながら、この図４（従って、図３）の場合は、先に説明したような条件が仮定さ
れているため、ステップＳ４１６で送信しようとしたショートメッセージは、圏外（或い
は端末装置の電源オフ）等に起因して、送信されず、着信ＮＧが検出される（ステップ４
１７）。
【００４６】
　このため、着網Ｎ１２から第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）に送信
ＮＧ応答が返される（ステップＳ４１８）。
　ステップＳ４１８でのＮＧ応答を受けた第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ
１２）では、ショートメッセージの当初の宛先であった端末装置ＭＳ２の網Ｎ１２におけ
る番号（またはＩＭＳＩ）から、これに対応する転送先である端末装置ＭＳ３の網Ｎ１３
における番号（またはＩＭＳＩ）を検出する（ステップＳ４１９）。
　ステップＳ４１９における番号（またはＩＭＳＩ）の対照が可能であるのは次の理由に
よる。
【００４７】
　即ち、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）には、そのショートメッセ
ージ転送形態規定情報保持部にショートメッセージ転送形態規定情報が保持されており、
該保持されたショートメッセージ転送形態規定情報に基づいて、ステップＳ４１９におけ
るような番号（またはＩＭＳＩ）の対照が可能になる。
　ショートメッセージ転送形態規定情報は、本例では、第二プロバイダＰ１２（その通信
中継設備ＰＦ１２）に設けられたショートメッセージ保存部に一旦保存されたショートメ
ッセージを、着信側の加入者たるユーザがそれぞれ加入契約している複数の端末装置のう
ち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規定する情報である。
【００４８】
　既述のように、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）は、図１の配置に
おいて、着網Ｎ１２および他網Ｎ１３の双方の回線を管理する事業者によって運営され、
着網Ｎ１２に属する端末装置の番号（またはＩＭＳＩ）および他網Ｎ１３に属する端末装
置の番号（またはＩＭＳＩ）を管理している。
　これら端末装置の番号（またはＩＭＳＩ）によって、既述のようなショートメッセージ
転送形態規定情報がこの通信中継設備ＰＦ１２において具体的に認識され、この情報に基
づいて、ショートメッセージに関する所要の転送が実行される。
【００４９】
　上述のように、着網Ｎ１２に属する端末装置を宛先とするショートメッセージを、その
端末装置に替えて、或いは、その端末装置と並行して、網Ｎ１３の端末装置に転送する場
合に、両網に係る端末装置の対応関係がこれら端末装置の番号（またはＩＭＳＩ）によっ
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て対照可能に用意されている。
　従って、網Ｎ１２側の端末装置の番号（またはＩＭＳＩ）によって、これに対応する網
Ｎ１３側の端末装置が特定され、反対に、網Ｎ１３側の端末装置の番号（またはＩＭＳＩ
）によって、これに対応する網Ｎ１２側の端末装置が特定され得る。
【００５０】
　ステップＳ４１９で検出された端末装置ＭＳ３の網Ｎ１３における番号（またはＩＭＳ
Ｉ）を転送先と認識して、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）は、網Ｎ
１３に在圏問合せを行なう（ステップＳ４２０）。
　網Ｎ１３では、発網および着網間での相互接続判定を行い（ステップＳ４２１）、両者
間で正規の通信を行なう条件が確立していることが確認されると、第二プロバイダＰ１２
（その通信中継設備ＰＦ１２）に在圏応答を返す（ステップＳ４２２）。
【００５１】
　ステップＳ４２２での在圏応答を受けた第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ
１２）は、ステップＳ４１０で一旦ショートメッセージ保存部に保存していたショートメ
ッセージを網Ｎ１３（端末装置ＭＳ１３）に送信する（ステップＳ４２３）。
　網Ｎ１３（端末装置ＭＳ１３）は、ステップＳ４２３で送信されたショートメッセージ
を受信し（ステップＳ４２４）、ショートメッセージ受信完了応答を第二プロバイダＰ１
２（その通信中継設備ＰＦ１２）に返す（ステップＳ４２５）。
【００５２】
　以上のようにして、発網Ｎ１１（端末装置ＭＳ１１）から発せられたショートメッセー
ジは、当初の宛先である着網Ｎ１２（端末装置ＭＳ１２）に着信できない場合において、
該端末装置ＭＳ１２に対応する転送先がショートメッセージ転送形態規定情報によって規
定されていることによって、該規定された転送先への転送が果たされる。
【００５３】
　図５は、本発明の更に他の条件の下でのショートメッセージサービス管理システムの概
要を表す概念図である。
　図５の例では、ショートメッセージの発信元である発信側端末装置ＭＳ１が在圏してい
る発網Ｎ１１から端末装置ＭＳ２（網Ｎ１２）を一つの宛先とし、更に、他の端末装置Ｍ
Ｓ３（網Ｎ１３）をも他の宛先として、同じショートメッセージのレプリカを配信する場
合を想定している。
　図５の例では、図１の例との比較において、想定した条件を異にしているが、ショート
メッセージサービス管理システムの各構成要素たる、端末装置、網、および、プロバイダ
（その通信中継設備）は同様であり、これら各構成要素に図１の場合と同じ参照符号を附
して、各個の説明は省略する。
【００５４】
　図５で、上述のように想定した条件下で、ショートメッセージサービス管理システムの
各構成要素が果たす機能については、次の図６を参照してそれらの動作を説明することに
より明らかにする。
　図６は、図５の場合におけるショートメッセージサービス管理システムの動作を表すシ
ーケンスチャートである。
　発網Ｎ１１（発信側端末装置ＭＳ１）から着網Ｎ１２（着信側端末装置ＭＳ２）に向け
てショートメッセージが発信されるに際して、先ず当該ショートメッセージが第一プロバ
イダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１に送信される（ステップＳ４０１）。
【００５５】
　ステップＳ６０１でショートメッセージを受けた第一プロバイダＰ１１の通信中継設備
ＰＦ１１では、発網Ｎ１１からの発信であることを表す情報を書き換えることなく維持す
る（ステップＳ６０２）。
　次いで、第一プロバイダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１から着網Ｎ１２に対して在圏問
合せ要求が発せられる（ステップＳ６０３）。
　着網Ｎ１２では、発網Ｎ１１および着網Ｎ１２間での相互接続判定を行い（ステップＳ
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６０４）、発網Ｎ１１および着網Ｎ１２間では正規の通信が行なわれる条件が確立してい
ることが確認された場合に、更に、着番号のユーザに関しては、第二プロバイダにおいて
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）の契約が締結されていることを認識する（ステッ
プＳ６０５）。
【００５６】
　ステップＳ６０５での認識に基づいて、ショートメッセージは第二プロバイダＰ１２（
その通信中継設備ＰＦ１２）に送信されるべきであると認識される（ステップＳ６０６）
。
　ステップＳ２０６での認識により、着網Ｎ１２から第二プロバイダＰ１２（その通信中
継設備ＰＦ１２）に在圏問合せ要求を発する（ステップＳ６０７）。
　本例では、この場合も、発網Ｎ１１からの発信であることを表す情報を書き換えること
なく維持する。
【００５７】
　ステップＳ６０７の問合せを受けた着網Ｎ１２は、在圏問合せ応答を第一プロバイダＰ
１１の通信中継設備ＰＦ１１に返す（ステップＳ６０８）。
　ステップＳ６０８での在圏問合せ応答は、宛先となる着信ユーザは着網Ｎ１２であり、
在圏の端末装置のＩＭＳＩ、および、第二プロバイダＰ１２にて管理の旨を含むものであ
る。
　ステップＳ６０８の応答を受けた第一プロバイダＰ１１の通信中継設備ＰＦ１１では、
ショートメッセージを第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）に送信する（
ステップＳ６０９）。
【００５８】
　ステップＳ６０９で送信されたショートメッセージを受けた第二プロバイダＰ１２（そ
の通信中継設備ＰＦ１２）では、そのショートメッセージを所定の記憶装置などで構成さ
れるショートメッセージ保存部に格納する（ステップＳ６１０）。
　ステップＳ６１０でのショートメッセージ格納後、第二プロバイダＰ１２（その通信中
継設備ＰＦ１２）は第一プロバイダＰ１１（その通信中継設備ＰＦ１１）にメッセージ送
信完了応答を返す（ステップＳ６１１）。
　ステップＳ６１１に次いで、第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では
、転送に関するユーザの設定を確認する（ステップＳ６１２）。
【００５９】
　ステップＳ６１２における確認は、ショートメッセージ転送形態規定情報を参照して、
ショートメッセージの転送の形態を確認する処理である。
　既述のように、ショートメッセージ転送形態規定情報は、ショートメッセージ保存部に
保存されたショートメッセージを複数の端末装置のうち何れの一または複数の端末装置宛
てに転送するかを規定する情報であり、一つの態様としては、ユーザが端末装置などから
手動操作によって設定されるが、特に、この図６（従って、図５）の場合は、先に説明し
たように該当する端末装置には発信されたショートメッセージのレプリカが配信されるよ
うに設定されているため、この端末装置にも配信が行なわれることになる。
【００６０】
　先ずは一つの宛先として、端末装置ＭＳ２にショートメッセージを送信するべく、第二
プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では、発信元を第二プロバイダＰ１２と
して着網Ｎ１２に在圏問合せを実行する（ステップＳ６１３）。
　ステップＳ６１３での第二プロバイダＰ１２からの信号を認識した着網Ｎ１２では、本
来の宛先である自装置に対して転送という形での送信を起動させることはない（ステップ
Ｓ６１４）。
　次いで、着網Ｎ１２から第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）から在圏
問合せ応答が返される（ステップＳ６１５）。
【００６１】
　第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）では、ステップＳ６１５の応答に
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応じて、上述のステップＳ６１０で格納してあったショートメッセージを着網Ｎ１２に送
信する（ステップＳ６１６）。
　ステップＳ６１６で送信したショートメッセージは、第二プロバイダＰ１２（その通信
中継設備ＰＦ１２）で受信され（ステップＳ６１７）、該受信が完了した旨の完了応答が
第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ１２）に返される（ステップＳ６１８）。
　次いで、ステップＳ６１０で一旦格納されたショートメッセージ（先にレプリカと称呼
）の転送を行なうべく、転送先である端末装置ＭＳ３の網Ｎ１３に在圏問合せを行なう（
ステップＳ６１９）。
【００６２】
　網Ｎ１３では、発網および着網間での相互接続判定を行い（ステップＳ６２０）、両者
間で正規の通信を行なう条件が確立していることが確認されると、第二プロバイダＰ１２
（その通信中継設備ＰＦ１２）に在圏応答を返す（ステップＳ６２１）。
　ステップＳ６２１での在圏応答を受けた第二プロバイダＰ１２（その通信中継設備ＰＦ
１２）は、ステップＳ６１０で一旦ショートメッセージ保存部に保存していたショートメ
ッセージ（レプリカ）を網Ｎ１３（端末装置ＭＳ１３）に送信する（ステップＳ６２２）
。
【００６３】
　網Ｎ１３（端末装置ＭＳ１３）は、ステップＳ６２２で送信されたショートメッセージ
を受信し（ステップＳ６２３）、ショートメッセージ受信完了応答を第二プロバイダＰ１
２（その通信中継設備ＰＦ１２）に返す（ステップＳ６２４）。
　以上のようにして、発網Ｎ１１（端末装置ＭＳ１１）から発せられたショートメッセー
ジは、当初の宛先である着網Ｎ１２（端末装置ＭＳ１２）に送信されると共に、転送形態
規定情報によって規定されている各対応する転送先にも、そのショートメッセージ（レプ
リカ）の転送という形で配信される。
【００６４】
　図７は、本発明のショートメッセージサービス管理システムの一つの構成例を表す機能
ブロック図である。
　このショートメッセージサービス管理システム７００は、主として通信事業者の管理下
に置かれるショートメッセージ伝送設備７１０と、主としてプロバイダの管理下に置かれ
るショートメッセージ転送装置７２０と、を含んで構成される。
　ショートメッセージ転送装置７２０は、図１ないし図６を参照して説明した第二プロバ
イダＰ１２が運営する第二プロバイダ通信転送装置ＰＦ１２に対応する装置であり、ショ
ートメッセージ保存部７２１、ショートメッセージ転送形態規定情報保持部７２２と、シ
ョートメッセージ転送部７２３とを含んで構成される。
【００６５】
　ショートメッセージ保存部７２１は同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの一の
端末装置宛てのショートメッセージを少なくとも一時的に保存する。
　ショートメッセージ転送形態規定情報保持部７２２は、ショートメッセージ保存部７２
１に保存されたショートメッセージを着信側の加入者が加入契約を締結している複数の端
末装置のうち何れの一または複数の端末装置宛てに転送するかを規定するショートメッセ
ージ転送形態規定情報を保持する。
　ショートメッセージ転送部７２３は、ショートメッセージ保存部７２１に保存されたシ
ョートメッセージをショートメッセージ転送形態規定情報保持部７２２に保存されたショ
ートメッセージ転送形態規定情報によって規定された宛先に転送する。
【００６６】
　一方、ショートメッセージ伝送設備７１０には、ショートメッセージ転送形態規定情報
供給装置７１１が設けられている。
　ショートメッセージ転送形態規定情報供給装置７１１は、ショートメッセージ転送形態
規定情報を形成するショートメッセージ転送形態規定情報形成部７１２と、ショートメッ
セージ転送形態規定情報形成部７１２で形成されたショートメッセージ転送形態規定情報
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をショートメッセージ転送装置７２０のショートメッセージ転送形態規定情報保持部７２
２に供給するショートメッセージ転送形態規定情報送信部７１３を含んで構成されている
。
【００６７】
　一つの態様として、ショートメッセージ転送形態規定情報供給装置７１１は、そのショ
ートメッセージ転送形態規定情報形成部７１２が、通信事業者によって把握されるショー
トメッセージサービスを含むサービスの利用状況の履歴に基づいて、自動的にショートメ
ッセージ転送形態規定情報を形成するように構成され得る。
　また、他の態様として、ショートメッセージ転送形態規定情報供給装置７１１は、その
ショートメッセージ転送形態規定情報形成部７１２が、受信に用いる端末装置の位置を表
す情報である、例えばＧＰＳ(Global Positioning System)の情報や在圏状況に応じて検
出される情報に基づいて、自動的にショートメッセージ転送形態規定情報を形成するよう
に構成され得る。
【００６８】
　図８は、本発明のショートメッセージサービス管理システムの他の構成例を表す機能ブ
ロック図である。
　このショートメッセージサービス管理システム８００は、主としてプロバイダの管理下
に置かれるショートメッセージ転送装置８２０と、ショートメッセージ転送形態規定情報
を形成してショートメッセージ転送形態規定情報保持部に供給するための機能を果たすた
めの端末装置ＭＳ８０を含んで構成される。
【００６９】
　ショートメッセージ転送装置８２０は、図１ないし図６を参照して説明した第二プロバ
イダＰ１２が運営する第二プロバイダ通信転送装置ＰＦ１２に対応する装置であり、ショ
ートメッセージ保存部８２１、ショートメッセージ転送形態規定情報保持部８２２と、シ
ョートメッセージ転送部８２３とを含んで構成される。
　ショートメッセージ保存部８２１は同一のユーザが用いる複数の端末装置のうちの一の
端末装置宛てのショートメッセージを少なくとも一時的に保存する。
【００７０】
　ショートメッセージ転送形態規定情報保持部８２２は、ショートメッセージ転送形態規
定情報の形成と、該形成されたショートメッセージ転送形態規定情報の保持とを行なう。
　即ち、端末装置ＭＳ８０に対し入力操作に関する案内表示を行なわせる機能を有し、こ
のような案内表示に従ってユーザが端末装置ＭＳ８０に対して行った外部操作に応じてシ
ョートメッセージ転送形態規定情報が形成される。
　ショートメッセージ転送形態規定情報保持部８２２と端末装置ＭＳ８０との共働によっ
て上述のようにして形成されたショートメッセージ転送形態規定情報は、端末装置ＭＳ８
０からショートメッセージの形態で発信される。
【００７１】
　上述のようにして発信されたショートメッセージ転送形態規定情報がショートメッセー
ジ転送形態規定情報保持部８２２で受信され、保持される。
　尚、端末装置ＭＳ８０に関する情報の受発信は無線空間を経て行なわれるが、それ自体
は周知の通りの態様であるため説明は省略する。
　ショートメッセージ転送部８２３は、ショートメッセージ保存部８２１に保存されたシ
ョートメッセージを、ショートメッセージ転送形態規定情報保持部８２２に保存されたシ
ョートメッセージ転送形態規定情報によって規定された宛先に転送する。
【００７２】
　図９は、本発明のショートメッセージ転送方法の概要を表すフローチャートである。
　この方法が実施されるシステムにおいてショートメッセージの受信があるのを待機し（
ステップＳ９０１：Ｎｏ）、受信があると（ステップＳ９０１：Ｙｅｓ）、そのショート
メッセージを受付けて、保存する（ステップＳ９０２）。
　一方、このシステムにおいて、ショートメッセージの転送の態様を規定するショートメ
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たショートメッセージ転送形態規定情報を保持する（ステップＳ９０４）。
【００７３】
　ステップＳ９０４で保持されているショートメッセージ転送形態規定情報を読み出して
参照し、このショートメッセージ転送形態規定情報に規定されたところに従って、ステッ
プＳ９０２で受付けて保存してあったショートメッセージを、転送する（ステップＳ９０
５）。
　通信終了までは（ステップＳ９０６：Ｎｏ）、ステップＳ９０１からステップＳ９０５
の処理は繰り返され、通信終了の処置がとられると（ステップＳ９０６：Ｙｅｓ）、終了
する。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明は、同一の着信側ユーザが用いる複数の端末装置のうち、発信側が宛先として指
定した一の端末装置宛てのショートメッセージを、転送先として予め指定した所定の他の
端末装置に転送して受信することを可能にした、ショートメッセージサービス管理システ
ム、ショートメッセージ転送装置、ショートメッセージ転送形態規定情報供給装置、およ
び、ショートメッセージ転送方法を実現するために有効に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の一つの条件の下でのショートメッセージサービス管理システムの概要を
表す概念図である。
【図２】図１の場合におけるショートメッセージサービス管理システムの動作を表すシー
ケンスチャートである。
【図３】本発明の他の条件の下でのショートメッセージサービス管理システムの概要を表
す概念図である。
【図４】図３の場合におけるショートメッセージサービス管理システムの動作を表すシー
ケンスチャートである。
【図５】本発明の更に他の条件の下でのショートメッセージサービス管理システムの概要
を表す概念図である。
【図６】図５の場合におけるショートメッセージサービス管理システムの動作を表すシー
ケンスチャートである。
【図７】本発明のショートメッセージサービス管理システムの一つの構成例を表す機能ブ
ロック図である。
【図８】本発明のショートメッセージサービス管理システムの他の構成例を表す機能ブロ
ック図である。
【図９】本発明のショートメッセージ転送方法の概要を表すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７６】
７００…ショートメッセージサービス管理システム
７１０…ショートメッセージ伝送設備
７１１…ショートメッセージ転送形態規定情報供給装置
７１２…ショートメッセージ転送形態規定情報形成部
７１３…ショートメッセージ転送形態規定情報送信部
７２０…ショートメッセージ転送装置
７２１…ショートメッセージ保存部
７２２…ショートメッセージ転送形態規定情報保持部
７２３…ショートメッセージ転送部
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